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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　配電盤から分岐する各電源配線に流れる電流の値に基づいて、分岐した各電源配線の電
力供給先である測定対象の消費電力量を測定する電力計測機と；
　宅内に設けられ、前記電力計測機と通信接続可能であり、前記配電盤から分岐した各電
源配線と、該各電源配線の電力供給先である前記測定対象との対応を示す第一の電力計測
機情報と前記電力計測機により測定された消費電力量とを用いて、前記測定対象における
消費電力量を示す第一の表示データを生成する第一データ生成部を備えるゲートウェイと
；
　前記ゲートウェイと通信接続が可能であり、前記配電盤から分岐した各電源配線と、該
各電源配線の電力供給先である前記測定対象との対応を示す第二の電力計測機情報を記憶
可能なサーバ記憶部、及び、当該記憶された第二の電力計測機情報と前記電力計測機によ
り測定された消費電力量とを用いて、前記測定対象における消費電力量を示す第二の表示
データを生成する第二データ生成部を備えるサーバ；を具備し、
　第一の電力計測機情報及び第二の電力計測機情報のいずれか一方の内容が設定もしくは
更新されると、他方の内容を当該設定もしくは更新された内容と同期させる電力計測シス
テム。 
【請求項２】
　前記電力計測機、または、前記ゲートウェイは、前記第一の電力計測機情報を記憶する
宅内記憶部を具備する請求項１に記載の電力計測システム。  
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【請求項３】
　前記ゲートウェイは、インターネットを介して前記サーバに接続可能な状態か否かを判
定し、前記サーバに接続可能な状態であると判定した場合に当該接続を行い、前記他方の
内容を当該設定もしくは更新された内容と同期させる請求項１または２に記載の電力計測
システム。  
【請求項４】
　第一の電力計測機情報は複数パターンが存在し、前記ゲートウェイは、当該複数パター
ンの第一の電力計測機情報の中から選択された第一の電力計測機情報を前記サーバに送信
し、前記サーバ記憶部は前記ゲートウェイから受信した第一の電力計測機情報を第二の電
力計測機情報として記憶する請求項１から３のいずれか１項に記載の電力計測システム。
【請求項５】
　配電盤から分岐する各電源配線に流れる電流の値に基づいて、分岐した各電源配線の電
力供給先である測定対象の消費電力量を測定する測定ステップと；
　宅内の装置に記憶された情報であって、前記配電盤から分岐した各電源配線と、該各電
源配線の電力供給先である前記測定対象との対応を示す第一の電力計測機情報、及び、宅
外の装置に記憶された情報であって、前記配電盤から分岐した各電源配線と、該各電源配
線の電力供給先である前記測定対象との対応を示す第二の電力計測機情報のいずれか一方
の内容が設定もしくは更新された後に、他方の内容を当該設定もしくは更新された内容と
同期させるステップ；
　を備える電力計測機情報同期方法。 
【請求項６】
　配電盤から分岐する各電源配線に流れる電流の値に基づいて、分岐した各電源配線の電
力供給先である測定対象の消費電力量を測定する測定ステップと；
　宅内の装置に記憶された情報であって、前記配電盤から分岐した各電源配線と、該各電
源配線の電力供給先である前記測定対象との対応を示す第一の電力計測機情報、及び、宅
外の装置に記憶された情報であって、前記配電盤から分岐した各電源配線と、該各電源配
線の電力供給先である前記測定対象との対応を示す第二の電力計測機情報のいずれか一方
の内容が設定もしくは更新された後に、他方の内容を当該設定もしくは更新された内容と
同期させるステップと；
　前記宅内において、第一の電力計測機情報と前記測定ステップにより測定された消費電
力量とを用いて、前記測定対象における消費電力量を示す第一の表示データを生成するス
テップと；
　前記宅外において、第二の電力計測機情報と前記測定ステップにより測定された消費電
力量とを用いて、前記測定対象における消費電力量を示す第二の表示データを生成するス
テップと；　
　を備える消費電力表示方法。 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電力計測システム、電力計測機情報同期方法および消費電力表示方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来では、例えば宅内に設置された電力計測機が測定した電力データを、ネットワーク
上のサーバが収集して管理するサーバクライアント方式の電力計測システムがある。例え
ば、サーバクライアント方式の電力計測システムでは、電力計測機とサーバとがインター
ネットを介して接続される。そして、電力計測システムでは、電源配線の分岐数や電力が
分配される各部屋の名称等、電力の測定対象を示す電力計測機情報があらかじめサーバに
設定される。その後、電力計測機は、各部屋の消費電力量を測定し、測定した消費電力量
を、ゲートウェイ、および、インターネットを介して、サーバに送信する。
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【０００３】
　ここで、例えば新築の住宅等では、電源配線とともに電力計測機の施工が行われること
が多いが、インターネット回線は、利用者の契約により開設される。このため、施工時に
は、電力計測機とサーバとを接続できないので、電力計測機情報の内容が解るにもかかわ
らず、電力計測機情報をサーバに設定できない。この結果、例えば、インターネット回線
の開設後、利用者が電力計測機情報をサーバに設定するか、あるいは、施工者が再訪問を
行い、電力計測機情報をサーバに設定しなければならず、手間がかかる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】“ホームＩＴシステム　ＦＥＭＩＮＩＴＹ　|　東芝ライテック(株)”
［平成２５年３月１１日検索］、インターネット（ＵＲＬ：http://feminity.toshiba.co
.jp/feminity/service/Details_ele.html）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明が解決しようとする課題は、電力計測機情報の設定を容易にする電力計測システ
ム、電力計測機情報同期方法および消費電力表示方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　実施形態に係る電力計測システムは、配電盤から分岐する各電源配線に流れる電流の値
に基づいて、分岐した各電源配線の電力供給先である測定対象の消費電力量を測定する電
力計測機を具備する。また、実施形態に係る電力計測システムは、宅内に設けられ、電力
計測機と通信接続可能であり、配電盤から分岐した各電源配線と、各電源配線の電力供給
先である測定対象との対応を示す第一の電力計測機情報と電力計測機により測定された消
費電力量とを用いて、測定対象における消費電力量を示す第一の表示データを生成する第
一データ生成部を備えるゲートウェイを具備する。また、実施形態に係る電力計測システ
ムは、ゲートウェイと通信接続が可能であり、配電盤から分岐した各電源配線と、各電源
配線の電力供給先である測定対象との対応を示す第二の電力計測機情報を記憶可能なサー
バ記憶部、及び、記憶された第二の電力計測機情報と電力計測機により測定された消費電
力量とを用いて、測定対象における消費電力量を示す第二の表示データを生成する第二デ
ータ生成部を備えるサーバを具備する。そして、実施形態に係る電力計測システムは、第
一の電力計測機情報及び第二の電力計測機情報のいずれか一方の内容が設定もしくは更新
されると、他方の内容を設定もしくは更新された内容と同期させる。 
【発明の効果】
【０００７】
　実施形態に係る電力計測システム、電力計測機情報同期方法および消費電力表示方法に
よれば、電力計測機情報の設定を容易にすることが期待できる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、第１の実施形態に係る電力計測システムの一例の概要を示す図である。
【図２】図２は、設定パターン記憶部３１が記憶する第一の電力計測機情報の各種パター
ンの一例を示す図である。
【図３】図３は、更新情報に従って、宅内で管理させる第一の電力計測機情報を更新する
処理を説明するための図である。
【図４】図４は、電力計測機情報を設定する処理の流れの一例を示すフローチャートであ
る。
【図５】図５は、第一の電力計測機情報が更新された際にゲートウェイが実行する処理の
流れの一例を示すフローチャートである。
【図６】図６は、電力計測機情報を同期させる処理の流れの一例を示すフローチャートで
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ある。
【図７】図７は、第２の実施形態に係る電力計測システム１ａの一例の概要を示す図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下で説明する実施形態に係る電力計測システムは、配電盤から分岐する各電源配線に
流れる電流の値に基づいて、分岐した各電源配線の電力供給先である測定対象の消費電力
量を測定する電力計測機を具備する。また、実施形態に係る電力計測システムは、宅内に
設けられ、電力計測機と通信接続可能であり、配電盤から分岐した各電源配線と、各電源
配線の電力供給先である測定対象との対応を示す第一の電力計測機情報と電力計測機によ
り測定された消費電力量とを用いて、測定対象における消費電力量を示す第一の表示デー
タを生成する第一データ生成部を備えるゲートウェイを具備する。また、実施形態に係る
電力計測システムは、ゲートウェイと通信接続が可能であり、配電盤から分岐した各電源
配線と、各電源配線の電力供給先である測定対象との対応を示す第二の電力計測機情報を
記憶可能なサーバ記憶部、及び、記憶された第二の電力計測機情報と電力計測機により測
定された消費電力量とを用いて、測定対象における消費電力量を示す第二の表示データを
生成する第二データ生成部を備えるサーバを具備する。そして、実施形態に係る電力計測
システムは、第一の電力計測機情報及び第二の電力計測機情報のいずれか一方の内容が設
定もしくは更新されると、他方の内容を設定もしくは更新された内容と同期させる。 
【００１０】
　実施形態に係る電力計測システムが具備する電力計測機、または、ゲートウェイは、第
一の電力計測機情報を記憶する宅内記憶部をさらに具備する。
【００１１】
　実施形態に係る電力計測システムが具備するゲートウェイは、インターネットを介して
サーバに接続可能な状態か否かを判定し、サーバに接続可能な状態であると判定した場合
に接続を行い、他方の内容を設定もしくは更新された内容と同期させる。
【００１２】
　実施形態に係る第一の電力計測機情報は複数パターンが存在し、ゲートウェイは、複数
パターンの第一の電力計測機情報の中から選択された第一の電力計測機情報をサーバに送
信し、サーバ記憶部はゲートウェイから受信した第一の電力計測機情報を第二の電力計測
機情報として記憶する。
【００１３】
　実施形態に係る電力測定機情報同期方法は、配電盤から分岐する各電源配線に流れる電
流の値に基づいて、分岐した各電源配線の電力供給先である測定対象の消費電力量を測定
する測定ステップを備える。また、実施形態に係る電力測定機情報同期方法は、宅内の装
置に記憶された情報であって、配電盤から分岐した各電源配線と、各電源配線の電力供給
先である測定対象との対応を示す第一の電力計測機情報、及び、宅外の装置に記憶された
情報であって、配電盤から分岐した各電源配線と、各電源配線の電力供給先である測定対
象との対応を示す第二の電力計測機情報のいずれか一方の内容が設定もしくは更新された
後に、他方の内容を設定もしくは更新された内容と同期させるステップを備える。   
【００１４】
　実施形態に係る消費電力表示方法は、配電盤から分岐する各電源配線に流れる電流の値
に基づいて、分岐した各電源配線の電力供給先である測定対象の消費電力量を測定する測
定ステップを備える。また、実施形態に係る消費電力表示方法は、宅内の装置に記憶され
た情報であって、配電盤から分岐した各電源配線と、各電源配線の電力供給先である測定
対象との対応を示す第一の電力計測機情報、及び、宅外の装置に記憶された情報であって
、配電盤から分岐した各電源配線と、各電源配線の電力供給先である測定対象との対応を
示す第二の電力計測機情報のいずれか一方の内容が設定もしくは更新された後に、他方の
内容を設定もしくは更新された内容と同期させるステップを備える。また、実施形態に係
る消費電力表示方法は、宅内において、第一の電力計測機情報と測定ステップにより測定
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された消費電力量とを用いて、測定対象における消費電力量を示す第一の表示データを生
成するステップを備える。また、実施形態に係る消費電力表示方法は、宅外において、第
二の電力計測機情報と測定ステップにより測定された消費電力量とを用いて、測定対象に
おける消費電力量を示す第二の表示データを生成するステップを備える。
【００１５】
（第１の実施形態）
　図１は、第１の実施形態に係る電力計測システムの一例の概要を示す図である。図１を
参照し、実施形態に係る電力計測システムの一例につき説明する。
【００１６】
　（電力計測システム１の構成の一例）
　図１に示す実施形態に係る電力計測システム１は、夫々宅内に設けられた電力計測機２
とゲートウェイ３と、宅外に設けられた電力制御サーバ４とを備える。図１の電力計測機
２は、宅内の配電盤７とともに設置され、宅内の消費電力量を測定する。例えば、電力計
測機２は、配電盤７における電源配線用の各分岐回路や、各部屋の電源、宅内の空調装置
に電力を供給する電源等に流れる電流量を測定し、測定した電流量から各測定対象におけ
る消費電力量を計測する。そして、電力計測機２は、測定結果を含む電力データを電力制
御装置３に送信する。
【００１７】
　ゲートウェイ３は、消費電力量の測定対象を示す第一の電力計測機情報を記憶するとと
もに、宅内における消費電力量を収集する。そして、記憶した第一の電力計測機情報と、
電力計測機２から受信した消費電力量とを用いて利用者端末５に測定対象の消費電力量を
表示等させることで、利用者に宅内の消費電力量を通知することができる。また、ゲート
ウェイ３は、インターネット６を介して、収集した消費電力量を電力制御サーバ４へ送信
する。一方、電力制御サーバ４は、電力計測機２が消費電力を測定する測定対象を示す第
二の電力計測機情報を記憶する。また、電力制御サーバ４は、ゲートウェイ３から、イン
ターネット６を介して、電力計測機２が測定した消費電力量を受信する。その後、電力制
御サーバ４は、第二の電力計測機情報と、受信した消費電力量とを用いて、利用者端末５
に測定対象の消費電力量を表示等させることで、利用者に宅内の消費電力量を通知するこ
とができる。第一の電力計測機情報は宅内で記憶される情報を指し、第二の電力計測機情
報は宅外で記憶される情報を指すが、第一及び第二の電力計測機情報は概ね同一の項目を
備え、両者の項目内容は以下に述べる同期方法により共通化される。
【００１８】
　消費電力量の通知先は、例えば、タブレット端末、ＰＣ（Personal　Computer）、携帯
電話機、ＰＤＡ（Personal　Data　Assistance）等、利用者が使用する利用者端末５であ
る。ここで、利用者端末５は、無線ＬＡＮ（Local　Area　Network）、有線ＬＡＮ、移動
体通信網等を介してインターネット６に接続されており、電力制御サーバ４から送信され
る情報を用いて、電力計測機２が計測した宅内の消費電力量を表示する。配電盤７は、宅
内の各電源に電力を配分する配電盤であり、宅内に設置される電源配線の各分岐の基点と
なる。電力計測機２は、配電盤から分岐する各電源配線に流れる電流の値に基づいて、各
分岐の電力供給先での消費電力量を測定する。
【００１９】
　なお、電力制御サーバ４は、宅内に配置された各家電の制御を行う機能を有しても良い
。例えば、電力制御サーバ４には、ＨＥＭＳ（Home　Energy　Management　System）など
と呼ばれるシステムを実現するための機能を有しても良い。また、電力計測機２とゲート
ウェイ３との間の通信は、ＨＥＭＳ標準プロトコルの「ＥＣＨＯＮＥＴ」や「ＥＣＨＯＮ
ＥＴ　Ｌｉｔｅ」を適用するのが望ましい。
【００２０】
　ここで、電力計測機２が消費電力量を測定した測定対象、すなわち、各分岐の電力供給
先が何であるかを管理するため、電力制御サーバ４には、測定対象を示す電力計測機情報
が設定される。このような電力計測機情報の設定は、インターネット６を介して電力計測
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機２と電力制御サーバ４とを接続した状態で行う。
【００２１】
　詳細には、ゲートウェイ３は、電力計測機２が消費電力を測定する測定対象を示す第一
の電力計測機情報を記憶する。例えば、ゲートウェイ３は、施工者に対して、電力計測機
２が消費電力を測定する測定対象を示す第一の電力計測機情報の入力を求める。そして、
ゲートウェイ３は、第一の電力計測機情報を受け付けると、受け付けた第一の電力計測機
情報を記憶する。例えば、ゲートウェイ３は、電力計測機２が、電源配線の各分岐数や、
分岐した各電源配線の電力供給先が、リビング、和室、台所、洗面所、トイレ、各部屋の
空調装置等である旨を示す第一の電力計測機情報を受け付ける。
【００２２】
　そして、ゲートウェイ３は、インターネット６を介して、電力制御サーバ４にアクセス
できるか否かを判定し、電力制御サーバ４にアクセスできると判定した場合は、記憶した
第一の電力計測機情報を送信する。この結果、電力計測システム１は、インターネット６
を開設した際に、利用者が電力計測機情報を設定せずとも、電力制御サーバ４に第二の電
力計測機情報を自動で設定できる。
【００２３】
　また、集合住宅や建売等、宅内の間取りが共通する場合は、各宅内の電力計測機が消費
電力を測定する対象が共通すると考えられる。そこで、ゲートウェイ３は、複数パターン
の第一の電力計測機情報をあらかじめ記憶する。そして、ゲートウェイ３は、あらかじめ
記憶した複数パターンの電力計測機情報の中から、適用する第一の電力計測機情報を施工
者に選択させる。その後、ゲートウェイ３は、選択された第一の電力計測機情報を記憶し
、インターネット６を介して、電力制御サーバ４に選択された電力計測機情報を送信する
。この結果、電力計測システム１は、第一及び第二の電力計測機情報を最初から設定する
手間を省くことができる。
【００２４】
　続いて、電力計測機２、ゲートウェイ３、電力制御サーバ４、利用者端末５の構成の一
例について説明する。
【００２５】
（電力計測機２の構成の一例）
　まず、電力計測機２の構成の一例について説明する。電力計測機２は、電力測定部２１
と、電力データ送信部２２とを有する。電力測定部２１は、配電盤７から分岐した各電源
配線に流れる電流を測定する。そして、電力測定部２１は、測定した電流から、各電源配
線が電力を供給する電力量、すなわち測定対象である電力供給先の電力供給先の消費電力
量を算出する。その後、電力測定部２１は、算出した各消費電力量を示す電力データを生
成し、生成した電力データを電力データ送信部２２に出力する。
【００２６】
　電力データ送信部２２は、電力測定部２１が生成した電力データを受信すると、受信し
た電力データをゲートウェイ３に送信する。尚、ゲートウェイ３への送信は、Ｂｌｕｅｔ
ｏｏｔｈ（登録商標）などの近距離無線通信技術の他、有線ＬＡＮなどの情報通信技術を
用いる。
【００２７】
（ゲートウェイ３の構成の一例）
　次に、ゲートウェイ３の構成の一例について説明する。ゲートウェイ３は、設定パター
ン記憶部３１、電力データ受信部３２、電力データ送信部３３、表示データ生成部３４、
電力計測機情報設定・更新部３５、電力計測機情報記憶部３６、電力計測機情報同期部３
７を有する。設定パターン記憶部３１は、電力制御サーバ４に設定される第一の電力計測
機情報の各種パターンを記憶する。
【００２８】
　例えば、図２は、設定パターン記憶部３１が記憶する第一の電力計測機情報の各種パタ
ーンの一例を示す図である。図２に示すように、設定パターン記憶部３１は、電源配線の
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各分岐を示す分岐ｃｈ（チャンネル）ごとに、各分岐の電力供給先を示す情報が格納され
た第一の電力計測機情報を記憶する。また、設定パターン記憶部３１は、電力計測機情報
を、パターン１からパターンｎまでの複数パターンを記憶する。例えば、図２の例を用い
て説明すると、パターン１の電力計測機情報は、分岐ｃｈ「１」が「リビング」に電力を
供給し、分岐ｃｈ「２」から「４」が「和室１」から「和室３」に電力を供給する旨を示
す。また、パターン１の電力計測機情報は、分岐ｃｈ「５」が「台所」に電力を供給し、
分岐ｃｈ「６」が「洗面所」に電力を供給し、分岐ｃｈ「７」が「トイレ」に電力を供給
する旨を示す。また、パターン１の電力計測機情報は、分岐ｃｈ「８」から「１０」が「
和室１エアコン」、「和室２エアコン」、「和室３エアコン」に電力を供給する旨を示す
。
【００２９】
　一方、パターン２の電力計測機情報は、パターン１の電力計測機情報と異なり、分岐ｃ
ｈ「２」が「洋間１」に電力を供給し、分岐ｃｈ「３」が「洋間２」に電力を供給し、分
岐ｃｈ「８」が「リビングエアコン」に電力を供給する旨を示す。また、パターンｎの電
力計測機情報は、分岐ｃｈ「１」から「８」が、それぞれ「リビング」、「ダイニング」
、「洋間１」、「洋間２」、「和室１」、「和室２」、「洗面所」、「トイレ」に電力を
供給する旨を示す。
【００３０】
　なお、図２に示す各パターンの電力計測機情報は、あくまで一例であり、任意の分岐ｃ
ｈ、および任意の供給先を設定可能である。また、図２に示す各パターンの電力計測機情
報は、あくまで雛形として利用される情報であり、任意のタイミングで書き換えが可能で
ある。
【００３１】
　図１に戻り、電力データ受信部３２は、電力計測機２から電力データを受信する。この
ような場合には、電力データ受信部３２は、受信した電力データを電力データ送信部３３
と、表示データ生成部３４とに出力する。
【００３２】
　電力データ送信部３３は、インターネット６を介して、電力制御サーバ４に電力データ
を送信する。例えば、電力データ送信部３３は、電力データ受信部３２から電力データを
受信すると、インターネット６を介して、電力制御サーバ４にログインする。ここで、電
力制御サーバ４へのログインは、あらかじめ設定したユーザＩＤやパスワード等を用いて
、自動で行われる。そして、電力データ送信部３３は、電力データを電力制御サーバ４に
送信する。
【００３３】
　表示データ生成部３４は、第一の電力計測機情報の設定画面や、電力計測機２が測定し
た消費電力を表示する第一の表示データを生成する。例えば、表示データ生成部３４は、
電力計測機情報記憶部３６から選択された第一の電力計測機情報を読み出す。また、表示
データ生成部３４は、電力データ受信部３２から電力データを受信する。そして、表示デ
ータ生成部３４は、利用者端末５からＢｌｕｅｔｏｏｔｈ等を介して、消費電力量を表示
する旨の要求を受け付けると、各測定対象について電力計測機２が測定した消費電力量を
表示するための第一の表示データを生成する。その後、表示データ生成部３４は、生成し
た第一の表示データを利用者端末５や施工者が使用する端末に送信し、表示させる。利用
者端末５と表示データ生成部３４との通信は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ等を介して直接行なっ
てもよいし、インターネット６を介して行なってもよい。
【００３４】
　また、表示データ生成部３４は、第一の電力計測機情報を選択する際には、電力計測機
情報設定・更新部３５から、設定パターン記憶部３１に格納された各電力計測機情報を受
信する。そして、表示データ生成部３４は、電力制御サーバ４に設定する第一の電力計測
機情報を選択する選択画面を表示するための選択画面データを生成し、Ｂｌｕｅｔｏｏｔ
ｈ等を介して、生成した表示データを利用者端末５や施工者が使用する端末に送信する。
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【００３５】
　電力計測機情報設定・更新部３５は、設定パターン記憶部３１が記憶する複数パターン
の電力計測機情報のうち、施工者等が選択した第一の電力計測機情報を電力計測機情報記
憶部３６に格納する。例えば、電力計測機情報設定・更新部３５は、設定パターン記憶部
３１が記憶する各パターンの電力計測機情報を表示データ生成部３４に出力する。また、
電力計測機情報設定・更新部３５は、利用者端末５や施工者が使用する端末を介して、設
定される第一の電力計測機情報が選択された場合は、選択された第一の電力計測機情報を
電力計測機情報記憶部３６に格納する。
【００３６】
　なお、電力計測機情報設定・更新部３５は、選択された電力計測機情報に対する更新を
受け付けても良い。例えば、電力計測機情報設定・更新部３５は、選択された電力計測機
情報を更新するための更新画面を表示するための更新画面データを生成し、表示データ生
成部３４を介して、利用者端末５や施工者が使用する端末に送信する。そして、電力計測
機情報設定・更新部３５は、選択された電力計測機情報に対する更新、例えば測定対象の
追加、削除、名称変更や、分岐ｃｈの追加等を受け付ける。その後、電力計測機情報設定
・更新部３５は、受け付けた更新を反映させた第一の電力計測機情報として電力計測機情
報記憶部３６に格納する。
【００３７】
　電力計測機情報記憶部３６は、施工者により選択された第一の電力計測機情報を記憶す
る記憶部であり、例えば、フラッシュメモリ等の不揮発性メモリである。
【００３８】
　電力計測機情報同期部３７は、宅内で管理される第一の電力計測機情報と、電力制御サ
ーバ４が管理する電力計測機情報との同期を行う。例えば、電力計測機情報同期部３７は
、電力計測機２の施工時等、電力制御サーバ４に第二の電力計測機情報の設定が行われて
いない場合は、以下の処理を実行する。まず、電力計測機情報同期部３７は、インターネ
ット６を介して、電力制御サーバ４にアクセスできるか否かを判定する。そして、電力計
測機情報同期部３７は、電力制御サーバ４にアクセスできる場合は、インターネット６を
介して、電力計測機情報記憶部３６が記憶する第一の電力計測機情報を電力制御サーバ４
に送信する。電力制御サーバ４は、受信した電力計測機情報を第二の電力計測機情報とし
て自己の内部において設定する。
【００３９】
　また、電力計測機情報同期部３７は、利用者端末５からの更新操作に従って、電力計測
機情報記憶部３６に格納された電力計測機情報が更新された場合は、インターネット６を
介して、電力制御サーバ４にアクセスできるか否かを判定する。そして、電力計測機情報
同期部３７は、電力制御サーバ４にアクセスできる場合は、インターネット６を介して、
電力計測機情報記憶部３６が記憶する電力計測機情報を電力制御サーバ４に送信する。電
力制御サーバ４は、受信した電力計測機情報を第二の電力計測機情報として自己の内部に
おいて更新する。
【００４０】
　また、電力計測機情報同期部３７は、電力制御サーバ４から、インターネット６を介し
て、第一の電力計測機情報を更新させるための更新情報を受信した場合は、受信した更新
情報に従って、電力計測機情報記憶部３６が記憶する第一の電力計測機情報を更新する。
図３は、更新情報に従って、宅内で管理させる第一の電力計測機情報を更新する処理を説
明するための図である。例えば、図３中の左側に示す例では、電力計測機情報記憶部３６
には、パターン１の電力計測機情報が格納されている。
【００４１】
　ここで、電力制御サーバ４は、利用者端末５から、電力計測機情報のうち、分岐ｃｈ「
３」の電力供給先を「子供部屋」とし、分岐ｃｈ「４」の電力供給先を「来客部屋」に更
新する旨の指示を受信したとする。このような場合は、電力制御サーバ４は、第二の電力
計測機情報における分岐ｃｈ「３」の電力供給先を「子供部屋」とし、分岐ｃｈ「４」の
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電力供給先を「来客部屋」に更新する旨を示す更新情報をゲートウェイ３に送信する。一
方、電力計測機情報同期部３７は、電力制御サーバ４から受信した更新情報に従って、図
３中の右側に示すように、電力計測機情報記憶部３６が記憶する第二の電力計測機情報を
更新する。この結果、ゲートウェイ３は、ゲートウェイ３が管理する第一の電力計測機情
報と電力制御サーバ４が管理する電力計測機情報とを同期させることができる。
【００４２】
　なお、電力計測機情報同期部３７は、電力制御サーバ４に始めてアクセスする場合には
、利用者端末５に対し、電力制御サーバ４にログインするためのユーザＩＤとパスワード
との入力を求める。そして、電力計測機情報同期部３７は、入力されたユーザＩＤとパス
ワードとを用いて、電力制御サーバ４にログインし、電力計測機情報を送信することで、
電力制御サーバ４に第二の電力計測機情報を設定する。
【００４３】
　なお、上記した表示データ生成部３４、電力計測機情報設定・更新部３５、電力計測機
情報同期部３７の各処理は、例えば、簡易なＡＳＰ（Application　Service　Provider）
形式で実現される。すなわち、ゲートウェイ３は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ等を介して、利用
者端末や施工者が利用する端末装置に電力計測機情報の選択画面、電力計測機情報の設定
画面、電力制御サーバ４へのログイン画面等を表示する。そして、ゲートウェイ３は、利
用者端末や施工者が利用する端末装置からの入力に応じ、各種処理を実行する。
【００４４】
（電力制御サーバ４の構成の一例）
　次に、電力制御サーバ４の構成の一例について説明する。電力制御サーバ４は、宅外に
設置されており、電力計測機情報受信部４１と、電力計測機情報記憶部４２と、電力デー
タ受信部４３と、表示データ生成部４４と、電力計測機情報設定・更新部４５とを有する
。
【００４５】
　電力計測機情報受信部４１は、インターネット６を介して、ゲートウェイ３から電力計
測機情報を受信する。このような場合は、電力計測機情報受信部４１は、受信した電力計
測機情報を電力計測機情報記憶部４２に格納する。
【００４６】
　電力計測機情報記憶部４２は、第二の電力計測機情報を記憶する記憶部であり、例えば
、フラッシュメモリやＨＤＤ（Hard　Disk　Drive）、ＳＳＤ（Solid　State　Drive）で
ある。
【００４７】
　電力データ受信部４３は、インターネット６を介して、電力計測機２が計測した消費電
力を示す電力データを受信する。そして、電力データ受信部４３は、受信した電力データ
を表示データ生成部４４に出力する。
【００４８】
　表示データ生成部４４は、利用者端末５からの要求に応じて、電力計測機２が測定した
消費電力量を利用者端末５に表示させる第二の表示データを生成する。例えば、表示デー
タ生成部４４は、電力データ受信部４３から、電力計測機２が測定した消費電力量を示す
電力データを受信する。また、表示データ生成部４４は、インターネット６を介して、利
用者端末５から消費電力量の表示要求を受信すると、電力計測機情報記憶部４２が記憶す
る第二の電力計測機情報を読み出す。
【００４９】
　そして、表示データ生成部４４は、受信した電力データと、読み出した第二の電力計測
機情報とを用いて、利用者端末５に各分岐ｃｈにおける消費電力量を表示させるための第
二の表示データを生成する。その後、表示データ生成部４４は、インターネット６を介し
て、生成した第二の表示データを利用者端末５に送信する。
【００５０】
　電力計測機情報設定・更新部４５は、利用者端末５からの要求に応じて、第二の電力計
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測機情報の設定・更新を行う。例えば、電力計測機情報設定・更新部４５は、ゲートウェ
イ３およびインターネット６を介して、電力計測機２と接続されている場合は、第二の電
力計測機情報の設定を行うための設定画面を利用者端末５に表示させるための設定画像デ
ータを生成し、生成した設定画像データを利用者端末５へ送信する。そして、電力計測機
情報設定・更新部４５は、利用者端末５から第二の電力計測機情報の設定内容を受信する
と、受信した設定内容に従って設定した第二の電力計測機情報を電力計測機情報記憶部４
２に格納する。
【００５１】
　また、例えば、電力計測機情報設定・更新部４５は、第二の電力計測機情報の更新を行
うための更新画面を利用者端末５に表示させるための更新画像データを生成し、生成した
更新画像データを利用者端末５へ送信する。そして、電力計測機情報設定・更新部４５は
、利用者端末５から第二の電力計測機情報の更新内容を受信すると、受信した更新内容に
従って、電力計測機情報記憶部４２が記憶する第二の電力計測機情報を更新する。また、
電力計測機情報設定・更新部４５は、更新内容を示す更新情報を生成し、生成した更新情
報をゲートウェイ３へ送信する。この結果、ゲートウェイ３は、ゲートウェイ３が管理す
る第一の電力計測機情報と、電力制御サーバ４が管理する第二の電力計測機情報とを同期
させることができる。
【００５２】
　なお、上記した表示データ生成部４４、電力計測機情報設定・更新部４５の各処理は、
例えば、ＡＳＰ形式で実現される。すなわち、電力制御サーバ４は、インターネット６を
介して、利用者端末５に対し、電力計測機情報の更新画面や、消費電力量の表示画面等を
表示する。なお、電力制御サーバ４は、同じＡＳＰによる操作画面内で、例えば、宅内に
設置された各種家電の制御画面や、宅内の温度等を表示してもよい。
【００５３】
（利用者端末５の一例）
　利用者端末５は、例えば、タブレット端末、ＰＣ（Personal　Computer）、携帯電話機
、ＰＤＡ（Personal　Data　Assistance）などであり、無線ＬＡＮ（Local　Area　Netwo
rk）や有線ＬＡＮなどを介して、インターネット６に接続される。なお、図１に示す例で
は、例えば、利用者端末５は、ＰＣ５１や、ＰＤＡ５２である。利用者端末５は、ユーザ
ＩＤやパスワード等を用いて、電力制御サーバ４にログインし、電力計測機２が計測した
消費電力量の表示や、電力計測機情報の更新を行う。
【００５４】
（電力計測システム１が実行する処理の流れについて）
　次に、図４を用いて、電力計測機情報を電力制御サーバ４に設定する際に、ゲートウェ
イ３が実行する処理の流れについて説明する。図４は、電力計測機情報を設定する処理の
流れの一例を示すフローチャートである。
【００５５】
　図４に示すように、ゲートウェイ３は、設定パターン記憶部３１が記憶する第一の電力
計測機情報を利用者端末５に表示させる（ステップＳ１０１）。ゲートウェイ３と利用者
端末５との間の通信はインターネット６を介してもよいし、インターネットを介さずに直
接通信してもよい。次に、ゲートウェイ３は、施工者が選択した第一の電力計測機情報を
記憶する（ステップＳ１０２）。ここで、ゲートウェイ３は、電力制御サーバ４と通信可
能か否かを判定する（ステップＳ１０３）。そして、ゲートウェイ３は、電力制御サーバ
４と通信可能である場合は（ステップＳ１０３肯定）、記憶した第一の電力計測機情報を
電力制御サーバ４に送信し（ステップＳ１０４）、処理を終了する。
【００５６】
　一方、ゲートウェイ３は、例えば、利用者がＩＳＰ（Internet　Service　Provider）
との契約を行っておらず、電力制御サーバ４と通信できない場合は（ステップＳ１０３否
定）、一定時間待機する（ステップＳ１０５）。その後、ゲートウェイ３は、再度、電力
制御サーバ４と通信できるか否かを判定する（ステップＳ１０３）。
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【００５７】
　次に、図５を用いて、ゲートウェイ３が第一の電力計測機情報の更新を受け付けた際に
、ゲートウェイ３が実行する処理の流れについて説明する。図５は、第一の電力計測機情
報が更新された際にゲートウェイが実行する処理の流れの一例を示すフローチャートであ
る。なお、図５に示すステップＳ２０２～Ｓ２０４の処理は、図４に示すステップＳ１０
３～Ｓ１０５と同様の処理であるものとし、説明を省略する。
【００５８】
　例えば、ゲートウェイ３は、第一の電力計測機情報が利用者によって更新されたか否か
を判定する（ステップＳ２０１）。そして、ゲートウェイ３は、第一の電力計測機情報が
利用者によって更新されたと判定した場合は（ステップＳ２０１肯定）、ステップＳ２０
２の処理を実行する。一方、ゲートウェイ３は、第一の電力計測機情報が利用者によって
更新されていないと判定した場合は（ステップＳ２０１否定）、再度、ステップＳ２０１
の処理を実行する。
【００５９】
　次に、図６を用いて、ゲートウェイ３が管理する第一の電力計測機情報と電力制御サー
バ４が管理する第二の電力計測機情報との内容を同期させる処理の流れについて説明する
。図６は、電力計測機情報を同期させる処理の流れの一例を示すフローチャートである。
【００６０】
　図６に示すように、ゲートウェイ３は、電力制御サーバ４から更新情報を受信したか否
かを判定する（ステップＳ３０１）。そして、ゲートウェイ３は、電力制御サーバ４から
更新情報を受信したと判定した場合は（ステップＳ３０１肯定）、更新情報に従って、記
憶する第一の電力計測機情報を更新し（ステップＳ３０２）、処理を終了する。一方、ゲ
ートウェイ３は、電力制御サーバ４から更新情報を受信していないと判定した場合は（ス
テップＳ３０１否定）、一定時間待機する（ステップＳ３０３）。その後、ゲートウェイ
３は、再度、電力制御サーバ４から更新情報を受信したか否かを判定する（ステップＳ３
０１）。
【００６１】
（第１の実施形態の効果）
　このように、電力計測システム１は、宅内に設けられた測定対象の消費電力量を測定す
る電力計測機２を具備する。また、電力計測システム１は、宅内に設けられ、電力計測機
２と通信接続可能であり、測定対象を示す第一の電力計測機情報と電力計測機２により測
定された消費電力量とを用いて、測定対象における消費電力量を示す第一の表示データを
生成する表示データ生成部３４を備えるゲートウェイ３を具備する。また、電力計測シス
テム１は、ゲートウェイ３と通信接続が可能であり、測定対象を示す第二の電力計測機情
報を記憶可能な電力計測機情報記憶部４２、及び、第二の電力計測機情報と電力計測機２
により測定された消費電力量とを用いて、測定対象における消費電力量を示す第二の表示
データを生成する表示データ生成部４４を備える電力制御サーバ４を具備する。そして、
電力計測システム１は、第一の電力計測機情報及び第二の電力計測機情報のいずれか一方
の内容が設定もしくは更新されると、他方の内容を当該設定もしくは更新された内容と同
期させる。このため、電力計測システム１は、電力計測機情報の設定・更新を容易にする
ことができる。
【００６２】
　また、ゲートウェイ３は、第一の電力計測機情報を記憶する電力計測機情報記憶部３６
を具備する。そして、ゲートウェイ３は、電力計測機情報記憶部３６に格納した第一の電
力計測機情報を、電力制御サーバ４が管理する第二の電力計測機情報と同期させる。この
ため、ゲートウェイ３は、電力制御サーバ４が管理する第二の電力計測機情報に対して利
用者が行った更新を、電力計測機情報記憶部３６が記憶する第一の電力計測機情報に反映
させることができる。
【００６３】
　また、ゲートウェイ３は、インターネット６を介して、電力制御サーバ４に接続可能な
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状態か否かを判定し、電力制御サーバ４に接続可能な状態であると判定した場合は、以下
の処理を実行する。すなわち、ゲートウェイ３は、電力制御サーバ４に接続し、ゲートウ
ェイ３が記憶する第一の電力計測機情報と電力制御サーバ４が記憶する第二の電力計測機
情報とを同期させる。
【００６４】
　このため、ゲートウェイ３は、電力計測機情報の設定を容易にすることができる。例え
ば、新築の住宅等では、インターネット６を使用できないため、電力計測機情報を電力制
御サーバ４に設定できない。しかしながら、電力計測システム１では、ゲートウェイ３が
、第一の電力計測機情報の設定、および、記憶を行う。そして、ゲートウェイ３は、イン
ターネット６を介して、電力制御サーバ４にアクセス可能となった際に、記憶した第一の
電力計測機情報を電力制御サーバ４に送信する。この結果、電力計測システム１は、イン
ターネット６の開設時に、利用者が第一及び第二の電力計測機情報を設定したり、施工者
が再度訪問して第一及び第二の電力計測機情報を設定するといった手間を省くことができ
る。
【００６５】
　また、ゲートウェイ３は、複数パターンの第一の電力計測機情報から、選択された第一
の電力計測機情報を電力制御サーバ４に送信し、電力制御サーバ４が記憶する第二の電力
計測機情報を記憶する。このため、ゲートウェイ３は、第一及び第二の電力計測機情報の
設定をさらに容易にすることができる。
【００６６】
（第２の実施形態）
　次に、第２の実施形態について説明する。第２の実施形態に係る電力計測システム１ａ
は、宅内で管理する第一の電力計測機情報をゲートウェイ３ではなく、電力計測機２に記
憶させる。以下、図７を用いて、第２の実施形態に係る電力計測システム１ａについて説
明する。なお、第２の実施形態において、第１の実施形態と同一の機器や装置などには同
一の符号を付し、重複する説明を省略する。
【００６７】
　図７は、第２の実施形態に係る電力計測システム１ａの一例の概要を示す図である。図
７に示すように、電力計測機２は、電力データ送信部２２ａと、図１に示した電力計測機
情報記憶部３６と同様の機能を発揮する電力計測機情報記憶部２３とを有する。また、ゲ
ートウェイ３は、電力計測機情報設定・更新部３５ａと、電力計測機情報同期部３７ａと
を有する。
【００６８】
　このような構成の下、例えば、電力計測機情報設定・更新部３５ａは、施工者が選択し
た第一の電力計測機情報を電力計測機２が有する電力計測機情報記憶部２３に格納する。
電力データ送信部２２ａは、電力測定部２１が測定した消費電力量を示す電力データとと
もに、電力計測機情報記憶部２３が記憶する第一の電力計測機情報をゲートウェイ３に送
信する。電力データ受信部３２は、受信した電力データと第一の電力計測機情報とを表示
データ生成部３４に出力する。
【００６９】
　また、電力計測機情報同期部３７ａは、第一の電力計測機情報が設定された場合や、更
新された場合は、インターネット６を介して、電力制御サーバ４に接続可能であるか判定
する。そして、電力計測機情報同期部３７ａは、電力制御サーバ４に接続可能であると判
定した場合は、電力計測機情報記憶部２３が記憶する第一の電力計測機情報を取得し、取
得した第一の電力計測機情報を電力制御サーバ４に送信する。また、電力計測機情報同期
部３７は、更新情報を受信すると、受信した更新情報に従って、電力計測機情報記憶部２
３が記憶する第一の電力計測機情報を更新する。
【００７０】
（第２の実施形態の効果）
　上述したように、電力計測システム１ａでは、電力計測機２が、第一の電力計測機情報
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を記憶する電力計測機情報記憶部２３を有する。このため、電力計測システム１ａは、ゲ
ートウェイ３が故障した際に、新たなゲートウェイ３を設置した場合にも、第一の電力計
測機情報を再度設定せずに、消費電力量を利用者端末５に表示させることができる。
【００７１】
（その他の実施形態について）
　上述した電力計測システム１、１ａでは、電力計測機２が測定した消費電力を利用者端
末５に送信した。しかし、実施形態はこれに限定されるものではない。例えば、宅内に太
陽光発電装置が設置された場合は、電力計測機２は、各分岐ｃｈの消費電力量とともに、
太陽光発電装置によって発電された電力量を測定し、消費電力量と、発電された電力量と
を示す電力データを生成してもよい。また、このような場合には、第一及び第二の電力計
測機情報に、太陽光発電装置の項が追加される。
【００７２】
　また、電力計測システム１、１ａは、消費電力量の表示以外にも、宅内に設置された家
電の制御等を実行する機能を合わせて有してもよい。例えば、ゲートウェイ３は、各部屋
の室温を測定する測定機器から、各部屋の温度情報を収集し、収集した温度情報を電力制
御サーバ４に送信する。電力制御サーバ４は、ゲートウェイ３から受信した温度情報を電
力計測機２が測定した消費電力量とともに、利用者端末５に表示させる。
【００７３】
　また、電力制御サーバ４は、利用者端末５を介して、空調装置の操作指示を受信した場
合は、受信した操作指示をゲートウェイ３に送信する。このような場合は、ゲートウェイ
３は、受信した操作指示に従って、空調装置の制御を行う。
【００７４】
　また、第一及び第二の電力計測機情報には、電力供給先を示す情報だけではなく、例え
ば、電力供給先における部屋の温度設定、各種設定情報、各部屋の現温度等を含めても良
い。このような場合には、電力制御サーバ４は、第一及び第二の電力計測機情報に含まれ
る各種情報を利用者端末５に表示できるので、宅内の情報を細かく利用者に視認させるこ
とができる。
【００７５】
　なお、上記した実施形態では、電力計測機情報を電力制御サーバ４に設定する場合、お
よび、第一の電力計測機情報を更新した際に、第一及び第二の電力計測機情報を同期する
例について説明した。しかしながら、電力計測システム１、１ａが第一及び第二の電力計
測機情報を同期するタイミングについては、これに限定されるものではなく、任意のタイ
ミングで、宅内と宅外の電力計測機情報を同期してよい。例えば、電力計測システム１、
１ａは、電力制御サーバ４が提供するサービスの会員登録をする場合、電力制御サーバ４
にログインが成功した場合、利用者からの同期指示があった場合、所定の時間間隔等任意
のタイミングで宅外と宅内の電力計測機情報を同期してよい。
【００７６】
　ここで、本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提
示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、そ
の他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々
の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲
や要旨に含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれ
るものである。
【符号の説明】
【００７７】
　１、１ａ　電力計測システム
　２　電力計測機
　３　ゲートウェイ
　４　電力制御サーバ
　５　利用者端末
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　６　インターネット
　７　配電盤
　２１　電力測定部
　２２　電力データ送信部
　２３、３６　電力計測機情報記憶部
　３１　設定パターン記憶部
　３２　電力データ受信部
　３３　電力データ送信部
　３４、４４　表示データ生成部
　３５、３５ａ、４５　電力計測機情報設定・更新部
　３７、３７ａ　電力計測機情報同期部
　４１　電力計測機情報受信部
　４２　電力計測機情報記憶部
　４３　電力データ受信部
　５１　ＰＣ
　５２　ＰＤＡ

【図１】 【図２】
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